
建設機械貸付要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、道路除排雪業務及び道路清掃業務（以下「除排雪等業務」という。）の受注

者（以下「受注者」という。）に対し建設機械（以下「機械」という。）を貸し付ける場合に必

要な事項を定めるものとする。 

 

（貸付の範囲） 

第２条 広域振興局長（以下「局長」という。）は、除排雪等業務を実施するに当たり必要がある

と認めるときは、機械を受注者に貸し付けるものとする。 

 

（貸付料） 

第３条 機械の貸付料は、無償とする。 

 

（借受の申請） 

第４条 受注者は、機械を借り受けようとするときは、建設機械借受申請書（様式１）を局長に

提出しなければならない。 

 

（貸付の決定） 

第５条 局長は、前条の申請を適当と認めるときは、速やかに貸付を決定し、建設機械貸付通知

書（様式２）を交付するものとする。 

 

（貸付の条件） 

第６条 機械は、次の各号に掲げる条件を付して貸し付けるものとする。 

 （１） 定期整備に係る費用以外の次の各号に掲げる費用を、受注者が負担すること。 

    ア 日常の点検整備、修理及び運転に係る一切の経費 

    イ 機械の引渡しに係る一切の経費 

 （２） 日常の整備補修を完全に実施すること。 

 （３） 運転、整備に熟練者を充てること。 

 （４） 機械を、第三者に転貸し、又は除排雪等業務以外に使用しないこと。 

 （５） 機械の運行によって第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償すること。 

 

（機械の引渡） 

第７条 局長から受注者への機械の引渡しの際は、局長は物品取扱員及び監督員を、受注者は管

理責任者及び運転者をそれぞれ立ち会わせ、建設機械機能現況確認書（様式３）により整備状

況をそれぞれ確認するものとする。 

２ 前項の建設機械機能現況確認書は２部作成し、各立会人が署名のうえ各々１部保有するもの

とする。 

 



３ 局長は、機械を引渡したときは、建設機械受領書（様式４）を受注者から提出させなければ

ならない。 

 

（日報・月報） 

第８条 受注者は、前条により引渡しを受けた機械について、機械ごとに建設機械運転日報（様

式５）を作成しなければならない。また、翌月○○日までに建設機械使用実績月報（様式６）

を局長に提出しなければならない。 

 

（事故報告） 

第９条 受注者は、第７条で引渡しを受けた機械に事故があったときは、受注者は建設機械事故

報告書（様式７）を速やかに局長に提出し、その後の指示を受けなければならない。 

 

（期間の延長）  

第10条 受注者は、機械の借受期間を延長しようとするときは、局長に建設機械借受期間延長申

請書（様式８）を提出しなければならない。 

２ 局長は、前項の申請があったときは、その内容を調査し、延長を認めたときは受注者に建設

機械貸受期間延長承認書（様式９）により通知するとともに必要事項を指示するものとする。 

 

（機械の返納） 

第11条 局長は、受注者から機械を返納されるときは、建設機械返納書（様式 10）を提出させな

ければならない。 

２ 局長は、機械を受領したときは、建設機械受領書（様式 11）を交付するものとする。 

３ 機械の返納の立会い及び確認方法は、第７条第１項及び第２項を準用するものとする。 

４ 局長は、返納の際、第７条の機械の引渡しの時と性能が異なると認めたときは、受注者に整

備させた後に返納を受けるものとする。 



様式１
年 月 日

様

機械名

形式

管理番号

登録番号

３　借受期間

令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

注）

氏名

建　設　機　械　借　受　申　請　書

令和

広域振興局長

申請者 住所

　委託契約書の写しを添付すること。

記

１　機械及び種別

２　借受目的



様式２

号 外
令和 年 月 日

様

記

事業名

機械名

引渡年月日 令和 年 月 日

(１)　日常の点検整備、修理及び運転に係る一切の経費

(２)　機械の引渡しに係る一切の経費

２　日常の整備補修を完全に実施すること。

３　運転・整備に熟練者を充てること。

５　機械の運行によって第三者に被害を与えたときは、その損害を賠償すること。

広域振興局長

貸　付　期　間

引渡場所

建　設　機　械　貸　付　通　知　書

　建設機械を、下記のとおり貸付します。

１　定期整備に係る費用以外の次の費用を負担すること。

貸
　
付
　
条
　
件

４　機械を第三者に転貸し、又は道路除排雪業務若しくは道路維持補修業務以外
に使用しないこと。

型　　式 管理番号 登録番号



様式３

機　械　名 確　認　年　月　日

確　認　の　場　所

アワーメーター又は 引

走行距離計の読み 返

原動機

走行装置

計器制御

作業装置

監督員

運転者

建　設　機　械　機　能　現　況　確　認　書

管　理　番　号 登　録　番　号型　　式

状　　況 備　　考項　　目

事　業　名

エンジン、モーター

動力伝動装置

ホイール、ブレーキ等

電気装置

発電、受電、

蓄電、

発明、警報

クラッチトルコン、

変速機減速機等

メータ、レバー類

土木部
物品取扱員

受託人
管理責任者



様式４
令和 年 月 日

広域振興局長 様

事　業　名

機　械　名

令和

（ 年 月 日生 ）

型　式 管　理　番　号 登　録　番　号 貸　付　期　間

受注者

建　設　機　械　受　領　書

　下記のとおり受領しました。

引渡し年月日 引渡し場所

   資格の名称 　　　取得年月日

　　　現場における管理責任者氏名 　　　運転者氏名

日年 月

　　　免許証の番号



令和

天候

運転
時間

整備
時間

休止
時間

建　設　機　械　運　転　日　報

様式５

気温

年 月 日

監督員名

作業員名路線名 機械名

エンジン油(交換)

機械修理状況

備　　　　　　考

消
費
燃
料
等

軽 油

ガ ソ リ ン ( ㍑ )

グ リ ス

モ ー ビ ル

稼 働 時 間 ( h )

作
　
業

自

至

実施区間

作 業 の 内 容

走 行 延 キ ロ 数 (km)

路線名
合計 摘要

作
業
内
容
等

修
理
又
は
整
備
内
容
等

燃　料　等　補　給　量

ガソリン

軽油

潤滑油

作業油

エンジン油(補充)

(時)

A　始業時

B　終業時

C = B - A (時)

7

19

区　　分

サービス

アワーメーター

タコメーター

　の読み 走行距離　　の読み

24 1 2 3 4 5

1812 13 14 15

6

10 11

22 23

16 17
区分

7

19

8

20

9

21



様式６

　

機　械　名

月　日 路線名 区間 区分 分類 除雪延長 km (交通確保延長 km) 除排雪機械 稼働時間数(h) 金額 摘要

　

(注)

建 設 機 械 使 用 実 績 月 報

(　)の欄は道路除排雪業務のみ記入すること。機械毎に別葉とすること。



様式７

令和 年 月 日

広域振興局長 様

事業名

機械名 型式

自 令和 年 月 日

至 令和 年 月 日

事故発生年月日 令和 年 月 日

事故発生時の状況

機械の破損状況
(写真添付)

受注者

監督員の意見

監督員

建　設　機　械　事　故　報　告　書

　下記のとおり事故があったので報告します。

管理番号 登録番号 貸　付　期　間



様式８

年 月 日

広域振興局長 様

事　業　名

機　械　名

自 令和 年 月 日 自 令和 年 月 日

至 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日

延　長　理　由

登　録　番　号

監督員の意見

監督員

当初貸付期間 延長期間

摘　　　　　　要

令和

　下記理由により使用期間の延長を申請します。

建　設　機　械　借　受　期　間　延　長　申　請　書

受注者

型　　式 管　理　番　号



様式９
号 外

令和 年 月 日

様

事　業　名

機　械　名

自 令和 年 月 日 自 令和 年 月 日

至 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日

指　示　事　項

型　　式

　下記のとおり期間延長を承認します。

建　設　機　械　借　受　期　間　延　長　承　認　書

当初貸付期間 延長期間

広域振興局長

管　理　番　号

記

登　録　番　号



様式10

令和 年 月 日

広域振興局長 様

事　業　名

機　械　名 登録番号

自 令和 年 月 日

至 令和 年 月 日

郡 町

市 村

摘　　要

貸　付　期　間

　下記機械を返納します。

型　　式 管理番号

引渡し年月日 引渡し場所月 日令和 年

受注者

建　設　機　械　返　納　書

記



様式11

号 外
令和 年 月 日

様

事　業　名

機　械　名 登録番号

自 令和 年 月 日

至 令和 年 月 日

郡 町

字

市 村

摘　　要

引渡し年月日

建　設　機　械　受　領　書

記

　下記のとおり受領しました。

受領場所

広域振興局長

貸　付　期　間

月 日年

型　　式 管理番号

令和


